
（平成２４年８月１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 1 件

厚生年金関係 1 件

年金記録確認長野地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



長野厚生年金 事案 1246 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 63 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を 16万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年６月 30日から同年７月１日まで 

    昭和 63 年３月にＡ社に入社後、同年５月に関連会社のＣ社に異動した。

その後、異動先の事業所がＤ社となり、当該事業所に転籍した。当該異動

及び転籍の際には、期間を空けることなく継続して勤務していたにもかか

わらず厚生年金保険の被保険者期間に１か月の空白期間があるので、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録によると、申立人は、昭和 63 年６月 15 日にＡ社を離職

し、同年６月 16 日に関連会社であるＤ社において資格取得していることが

確認できることから、申立人は、申立期間においてＡ社及びその関連会社

に継続して勤務していたことが認められる。 

    また、オンライン記録によると、Ｄ社が厚生年金保険の適用事業所にな

ったのは、昭和 63 年７月１日であり、申立人は同日付けで同社において被

保険者資格を取得していることが確認できるところ、Ａ社の関連会社であ

るＥ社からＤ社への転籍に係る雇用保険の記録が申立人と同日付け（同年

６月 15 日離職及び同年６月 16 日取得）となっている元同僚６名の厚生年

金保険被保険者資格は、同年７月１日にＥ社において喪失し、Ｄ社におい

て同日（適用事業所になった日）に取得しており、被保険者資格期間が継

続していることが確認できる。 



 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間においてＡ社に継続

して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

63 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、16 万円とすることが妥当

である。 

    なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主が資格喪失日を昭和 63 年７月１日と届け出たに

もかかわらず、社会保険事務所がこれを同年６月 30 日と誤って記録するこ

とは考え難いことから、申立期間について、事業主が同年６月 30 日を資格

喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年６月

の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告

知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

長野厚生年金 事案 1247 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た申立人の申立期間①に係る厚

生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認

められることから、申立人の当該期間の標準報酬月額を、平成 15 年 10 月か

ら 16 年８月までは 20 万円、同年９月から 17 年８月までは 19 万円、同年９

月から 18年１月までは 20万円に訂正することが必要である。 

 また、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、平成

18 年３月６日であると認められることから、申立期間②の資格喪失日に係る

記録を訂正することが必要である。 

 なお、平成 18 年２月の標準報酬月額については、20 万円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年 10月から 18年１月まで 

② 平成 18年２月 28日から同年４月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち申立期間①の標準報酬月額が実際の給与

額よりも低い額で記録されている。給与明細書を提出するので、実際の給

与額に見合う額に記録を訂正してほしい。 

    また、当該事業所における厚生年金保険の被保険者資格喪失日は平成 18

年２月 28 日とされているが、実際は同年３月 31 日まで勤務していたので、

資格喪失日の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、オンライン記録によると、申立人の標準報酬月

額は、当初、平成 15 年 10 月から 16 年８月までは 20 万円、同年９月から

17 年８月までは 19 万円、同年９月から 18 年１月までは 20 万円と記録さ

れていたところ、17 年 10 月 31 日付けで、15 年 10 月１日に遡及して９万

8,000円に引き下げられ、申立人の資格喪失日（18年２月 28日）まで継続

していることが確認できる上、元同僚３名の標準報酬月額も、申立人と同



 

様に 17年 10月 31日付けで、遡及して引き下げられていることが確認でき

る。 

    しかし、申立人から提出された給与明細書及び事業所の賃金台帳による

と、申立期間において申立人の給与額が当該遡及訂正後の標準報酬月額に

見合う額に引き下げられた事情は見当たらない。 

    また、滞納処分票により、当該事業所が当該遡及訂正処理当時、社会保

険料を滞納していたことが確認できる上、元事業主は、「滞納保険料を解

消するために社会保険事務所の指導の下で従業員の標準報酬月額を引き下

げる処理を行った。」と証言している。 

    これらの事実を総合的に判断すると、平成 17年 10月 31 日付けで行われ

た遡及訂正処理は事実に即したものとは考え難く、当該遡及訂正処理を行

う合理的な理由は無いことから、当該期間において標準報酬月額に係る有

効な記録訂正があったとは認められない。 

    したがって、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、平成 15

年 10月から 16年８月までは 20万円、同年９月から 17年８月までは 19万

円、同年９月から 18年１月までは 20万円に訂正することが必要である。 

２ 申立期間②のうち、平成 18 年２月 28 日から同年３月６日までの期間に

ついて、雇用保険の記録、事業所の退職証明書及び元同僚の証言により、

申立人は、当該期間にＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

   また、滞納処分票の平成 18 年３月３日の事蹟
せき

欄において「社会保険の適

用についても近日中に進退を決め届け出たいとのこと。」との記載が確認

できるところ、オンライン記録によると、当該事業所は同年２月 28 日に厚

生年金保険の適用事業所でなくなった旨の処理がなされているとともに、

同日後の同年３月６日付けで、申立人を含む 10 名の被保険者について、被

保険者資格の喪失日を同年２月 28 日とする遡及処理が行われていることが

確認できる。 

   さらに、商業登記簿によると、当該事業所は、上記の適用事業所でなく

なった日（平成 18 年２月 28 日）以降においても法人事業所であることが

確認できることから、前述の処理が行われた時点において当該事業所が適

用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

   これらを総合的に判断すると、申立人について、平成 18 年２月 28 日に

被保険者資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由はなく、当該処理に

係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、

社会保険事務所の処理日と同日の同年３月６日とすることが妥当である。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における遡及

訂正前の平成 18 年１月の社会保険事務所の記録から、20 万円とすること

が妥当である。 

   一方、申立期間②のうち、平成 18 年３月６日から同年４月１日までの期



 

間については、雇用保険の記録、事業所の退職証明書及び元同僚の証言か

ら、申立人がＡ社に勤務していたことは認められるものの、申立人が所持

する賃金台帳の写しによると、当該期間に係る厚生年金保険料が給与から

控除されていないことが確認できる上、申立人は、当該期間の給与につい

ては事業主から支給されなかったと供述している。 

   このほか、当該期間に係る厚生年金保険料の控除について、確認できる

関連資料や周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間②のうち、平成 18 年３

月６日から同年４月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



長野厚生年金 事案 1248 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年 11月から５年５月まで 

申立期間において、Ａ社に在籍し、Ｂ社でＣの仕事をしていた。厚生年金

保険に加入していたはずなので、申立期間を被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録によると、申立人は、Ａ社において、平成４年７月１日に被

保険者資格を取得して５年５月 31 日に離職していることが確認できることか

ら、申立期間のうち上記の期間において当該事業所に勤務していたことは認め

られる。 

しかし、商業登記簿謄本によると、当該事業所は、申立期間当時、厚生年金

保険の強制適用事業所であったと考えられるものの、オンライン記録によると、

当該事業所が、厚生年金保険の適用事業所であった記録は確認できない。 

また、当時の事業主は、申立期間を含む平成２年から 21 年頃までの間、継

続して国民年金に加入し、申立期間に係る国民年金保険料を納付していること

が確認できる。 

さらに、当該事業所の申立期間当時の事業主は既に他界している上、現在の

事業主とは連絡がとれないことから、当時の関係資料（人事記録、賃金台帳、

源泉徴収簿等）を確認することができず、このほか、申立期間について、申立

人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわ

せる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


